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学 位 授 与 報 告

ホ請者の約60%が 5 ゴIこ居f t し開懇するという条件を满 

たして土地取得に成功した6 その成功者のうちホ請手 

続完了迄7 年を要したものが最も多かったのは，課税 

免除と不在投機業者の負担になる道路，学校等公共-施 

設の整備を狙ったためである。また彼らがホ-•ムステ 

ッド法にJ：る取得を転換購入にふりかえているのは， 

附加取得地あるいはi c数のホームステツド又は両者を 

おする家族の転先と，転換!t 入後の転売による農業資 

金の渡得をめざしていたからである。

第二に，ホ一ム;^テッド申請者の中には中請:取消を 

，申立てた者がかな.りも、た。そのかなりの部分（5 の取 

消82件中54(40は権利抛泰であった。この権利拋棄地は, 
旗々想期問に不動産業者を介して転充され，権利猶棄 

者はこれにより農業資金を獲得した。権利抛棄となら 

んで， 5 力年間の居住開塑の義務を果さず地方土地局 

の裁決により#1請を取消したもの,および申請地に無 

断居住者が存在したので紛ホを避けるためホ請を取消 

したものもあ*った。 . .
このようにゲイジ郡にお、ては，農科大学証券によ 

る不在大規模取得が多く，ホームスチッド法による取 

得は少なかった。Ef3請取消地は転売されても，それは 

開拓農民の農場建設資金の疆得と経営の拡大のためで 

あって，投機的のものではなかった，と指摘してい 

.る。：

第 5 章では著者は，大土地所有の変遷を取扱ってい 

る。すなわちゲイジ郡の公有地の個人取得は，農場建 

設 . 小作制および土地投機の3 っの型の複雑な絡みあ 

いを示しているが, これをIlk得面積，取得者の居住地 

および所有期間について檢討すると，小取得者の填合 

は土地投機が農場建設と結びつけられていたのに反し 

大収得者の場合は，大農場建設，小作制樹立を目ざし 

た少数の場合を除き，大部分土地投機を0 ざしていた。

他方においX 州政府取得地は,'鉄道建設援助のため 

付与された。ミドランド.バシフィック鉄道の建設は 

ある程度まで行なわれたが, ブイリー，タクンシップ 

，所在の付与地は分割転売され，投機業者の手を転々と 

して，10ギ以上経ってようやく農民の手に渡った。公 

立学校助成用地は当お}売行さが悪かったが，1880年代 

に入ると• -般地価の高騰により，売却が進み，代金完 

.済前に艇売可能であったため，小投機業者の手を解々 

とした，バーリントン鉄道に付与されたハイランド， 

タウンシップ所在公-有地の場合は，もる© 鹿の資☆を 

4>った開拓農民の手に売却された。

館 6 章において箸者は，土地所-有権の移動および所

お権の安定性の確立過殺を収圾っている。すなわち，

タウンシップにより私ホ地の売買のあり方は異なって 

いたが,何れのタゥシシップでも土地の売買がはげし 

く，,第2 次購入者以下あ必ずしも安定した所有者とは 

限らなかった。そこで所有権が安定するまでの所おオi  ■ 
移動旧数を見て行くと.開拓費民が多い郡では私有イ匕 

されてまもない初期には移動がはげしかったが，その 

後ほ安定して行く傾向があり，またホームスチッド法 

による取得地の方が農科大学証券によるそれより安走 

していた。これに反し大投機業者の奴得地が多かっ 

た所では安定がぉくれた，と指摘している。

第 7 享では著者は，公有地処分とその結果生じた士 

地所有形態が農業の発展にどのように影響を与えたか 

を究明している。まず第1 節では，公有地処分に際レ 

て土地所有の不平參が普しかった所は次第に平等化し 

平等だった所では大農場の発展と統合により所有の個 

在値向が生じた。また大土地所有者の性格も変化V X  

行き，1900年頃には何れの場所でも類似した傾向が見 

られるようになった。とはいえ，公有地処分に当って 

つくり出された大士地所有*不在所有の比重は永く影 

響をのこした，としている。次いで第2 節では，ゲイ’ 
ジ郡の農場保- # 況を取扱っている。すなわち，小作 

制の比® は，1870架から1885年にかけて増大する傾向 

を示し不在所有者の多い都ほど小作制の比重が高か 

っナぐ，としている。第 3 節では箸者は，1870年と1885 
ザ4 こついて開拓の進展!^を比較している。すなわち， 

農場総面積のタゥンシップ全面積に対する比ISも，さ 

らに既聖地面横，農楊資本ぉよび生鹿物価値も開拓-の 

進展度を示している。開拓の進展は，農科大学証.券に 

よる不在所有地f cるいは州政府所有地として非生産的 

にねかされているか，ホームスr ッド農民により利用 

されるか，にかかっていた。1885^̂ トこには不在大毅場は 

減少し農場規模は縮小する傾向力':見られたが，廣場既 

懇地而搏も，平均農場侧値もュ--カー当り農場侧値も 

増大した。しかし 18ぱィr にも，ホ-^ムステッド法と 

農科大学剑設法とは農業発展に正反対め影響をえて 

いたということがやさる，としている。

第8 $ では著者は，各タウンシップだに農業発展と 

公お地制腔との旧速をかえりみて，前述の分析をもう 

一度確認している。第8章の末尾第7 節では，著者は， 

農場抵当ね債の分析を試みている。ここす著者は，伝 

統めM 解に対する侈正説をとりあげ遂がr討している。 

すなわち, 修正説の第…論点，「藤民の借金は生ま的 

B 的のためであり生活苦のためではないJ に対して
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制を企業活動に及ぼす効果の観点から者察した4 個の 

論文を含む。これらは主論文作成への準備段階を示す 

ものであり，主論文のま証分析の背景にある，日本の 

法人税め企業負担の突状を明らかにしたものである。 

最後の .•■わが国の地方税制J は一種の補論であるが. 
企業課税を地方税制の面でとらえることの重要性力らテ 

唆されている。

以上に述べたところから，主 ，副論文を併わせて，

これらが学位請求論文としての十分な资格をもつもの 

であると判定する。

論 文 密 查 担 当 者 主 千 種 義 人  

副 査 大 熊 一 郎 . 
副 查 福 岡 正 夫
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M 告 番 号 甲 第 310号 .
学位の種類経済学博士  .
控与の年月日昭和46ギ* 3 月31日 
学位論文題名「アメリ力公有地史の研究■■ネプラ 

スカ州ゲイジ郡-"—
内 容 の 要 旨

•■アメリカ公有地史の研う'§—— ネプラ

スカ州ゲイジ郡一」論文要旨 

岡l i J 泰男

本論文の目的は，アメリカ公有地政策が，士地所有 

及び士地利用形態に如何なる影響を与えた力、を明らか 

にすることである。とくに各種の公有地法が，（1)民主 

化もし.くは経済的平等化の効ill，を持っていた力、をか， 

(2)経済発展を促進したか-ホかを，.ネプラス力州ゲイジ 

郡の場合について察した。士地法の具体的運過程 

及びそれが開拓農民に与えた!^響を検計した結:^‘，(1) 
ホ一ムスデッド法が開拓期のゲイジ郎の民虫化と経済 

発展を推進したこと，（2)農科大学剑設法は土地投機と 

不在土地所有を生み，民主化，経济発股の両面で惡影 

碧を与えたこと力を，'明らかになった。力、かるま態は， 

アメリ力の公す/地政策が全体として哲尾--貫したもの 

でないとと，公お地制俊が内的不調和を含むもので 

ることをもijijらかにしている。

論文審査の要旨

本論文 rアメリカ公有地史の班は，アメリカ公 

有地制度史における'十'一ムスチッ'ド法め歴史的意義を, 
特にネプラス力州ゲイジ都を選び,他の土地法との絡 

みあいの中で考察したものである。

まず「序論J において，著者は,公有地制度の研究 

史をかえりみ，ホ-^ムスチタド法（1862年） タ一ナー 

以来農民を広机に創出したものとして評価されて 

きたが，1930年代に入ると，この来観説は，P .W 、ゲ 

イツらにより大幅に修正され，ホームスチッド法下に 

公有地制鹿は很本的に改;されなかった し I1H拓農民 

による公有地の無償取得は困難で力たとされるよう 

になった，と指摘していも。

第 1 章では，ネプラス力州ゲイジ郡の地誌概況を 

説明していろ。

第 2 章では，著者は,ホ一ムスチッド法下に取得さ 

れた公有地面積は，農科大学証券によるそれにはるか 

に劣っていたとしている。多数の西部諸州.諸郡のな 

かから，とくにネブラスカ州ゲイジ都が選ぱれた理由 

は, 第一に，.ホ，- ムスチッド農場第一号が収得された 

郡であり，第二に，大廣模な土地投機業者，嫉道会社， 

州政府• 外(S人大地主による小作制およびインディア 

ン保留地など，アメリカ西漸運動のi s 史に登場するす 

ベ て の役者が並存した郡やもり，公有地処分をめぐる 

さまざまな問題が集中的にあらわれているからであり， 

第三に，コーネル大学留学当時の指導教授ゲイツ教授 

がその著 Frontier Landlords and Pioneer Tenants に 

お、、て，西部の大地主でゲイジ郡にも大量の±地を取 

得していたス力リ一家について手がけていたが，ゲイ 

ジ郡を全体としては分析していなかった，という事情 

によるものである。著者はゲイジ郡全域ではなく， 6 
つのタクンシップを分析対象として選んでいる。ホー 

ムスr ツド収得地の多いタウンシップ2 つ，鉄道♦社 

への付与，地，州有地，農科大学IT:券収得地，インディ 

アン保®地の多いタウンシップ夫々1 ゥずつを選んで 

分析している。

第 3 Jきで箸者は，開拓廣民は主として川沿いの低地 

をホ一ムス.チッド法，軍人士地証券および現金によジ 

収得したが，不在土地投機業者は廣科大学証券によっ 

て大燈の土地を台地に収得した，と指摘している。

第 4 章では著者は，ホームプ、テッド法による公-右地 

者はどの殺族土地取得に成功したかを考察してい 

る。ポー*に，タクンシップによって地域差があるが， ■
つ H230)

wmm m H

ササ!ニ ヵ ^̂ ;iJCiM•ふ

'I1
■

I4
1

i
( m

tel
.

 ̂ ;

mI ' -

^̂ >>1

M1



r三田学会雑誌j 67卷 4 号 （1974^f-4月）

1869〜70̂ 1んの抵当債務は農科大学証券による収得地の 

転売に伴う抵当债務であり，1873年のそれはホ一ムス 

チダド奴得完了者の改良資金借入れであり， I874年 

のそれはいなご災害による困窮によるものであり,， 

1880年代初期のそれは豊作がつづいたことによる農家 

経済の好転による土地購入のためのものである。1890 
年代のそれは二番抵当以下の借入れである。次 に 「利 

子率は19世紀後半を通じて, 下落傾向にあるJ という- 
修正説り第二の論点については. 著者は，19世紀後半 

の利子率の一般的下落傾向は，一般的に認められる力;, 
この時期を通じて, 二番抵当以下の利子'率10% が見ら 

れるし実際の利子率は，これより高かったであろう 

という事情を考慮せねばならない，としている。第三 

に 「農場抵当負債の平均継続期間は極めて想期間であ 

る」という正説の第三論点に関しては，著者は,農 

場抵当負債の平均継続期間は3 〜 5 年で. 1880年代は 

デフレ (恐らく10%)が箸しく，借手たろ襄民は農産物 

価格の下落により損害を被っている。また農場抵当負 

債は从Lして1 回限りのものではなく，繰返し継統され 

ていて，慢性的債務のため，梟民は農場を手離して行 

ったのだ，としていさ。第四に r貸金の出所は東部で 

はなく，中西部であった」という修正説の第四の論点 

に関して著者は，修正説のいうようにゲイジ郡自体が 

大きな資金源であったことは明らかだが，抵当権は愿 

々第三者に譲渡され, 仲介業者が介在していた。抵当 

债務証書だけから考察して行ぐと. ゲイジ郡農民仲 

介業者->東部出資者という関係が見落されてしまうこ 

とになるのだ，としている。

かくて著者は，結論においで次のように述ぺている。 

すなわち，ゲイジ郡の開拓期において最もffi要な土地 

法は農科大学創設法であった。農科大学証券は主とし 

て大規模収得者によって利用され,平等な士地所有の 

実現を阻害した。これらの大土地所有は次第に崩壊の 

•途を迪ったが，なかな力激減しなかった。不在投機業 

者の土地は，小投機業者に売渡され，農民の手が届か 

ぬ所で売買されi■こ。また農科大学創設法は経済発展に 

m しても, 安定的土地所右の成立を遅らせ，農業不動 

産抵当金融は農業資金を流出させた。不在地虫による 

小作制は小作人に開懇ゃ租税を#I担させたから，農場 

購>^資企を節約させる利点を相殺することとなった。 

他® において，署者は，土地投⑩業者は開拓期に道路, 
学校などの建設費を粗税として负担したから，その意 

味でこの地方の経済発展に貢献したといえるしまた 

農科大学により育成された人材や技術力'、農業の発展を

支えたことは事実である，としている。

インディアン保留地は, 、160エーカーの士地を農民 

に与え，民主的な土地所有関係をつくり出したが,土 

地の転売によりやがて不在所有制が生じた。しかも， 

ゲイジ郡のインディアン保® 地の姐分法は，インディ 

アン保留地の処分法としては例外的であったのである,
ホームステッ ド法による収得地は，ゲイジ郡の土地 

の15. 4%に過ぎず,他の士地法により參しくその成果 

を阻害された。ホームステッド法は，士地を与えるだ 

けで，移住費や開拓資金を贷付け指導することはしな 

かったため，農民は自己の取得地や開懇地を転売して 

これを補わざろを得なかゥたのだ。ホームステッド法 

は，士地を無償で与え，免税期間を認めていたから， 

これにより節約された廣民資金が，農業改良資金とし 

て投下されたしまた農場抵当負債によって借金する 

ことも出来たという点で，他の土地法と区別される利 

点をもっていた。

州政府およびバーリソトン鉄道所有地のうち州政府 

の土地は，大士地所有と不在地主制をつくり出し鉄 

道所有地は農民に譲渡された。いずれの場合にも,長 

期年賦制があっが，価格が高かった為，農場資金が 

蓄積されなかった。但し，鉄道が長期的には経済発展 

に貢献したことは明らかだ。

軍人報奨用土地証券は，好況期には大士地所有者を 

つくり出した。

植林奨励法や現金による購入は,殆んど間題になら 

ない程の比重しかもって.いなかった。.この様にゲイジ 

郡の開拓期はさまざまな相反する効果をもつ土地法の 

同時庚施によって彩られている時期である。連邦政府 

と開拓農民の間に州政府，不在地主• 鉄道 * 土地投機 

業者が介在し一部の成功せる農民は郷土史にその名 

を飾ったが，小作人，II業労働者，抵当負債農民は，

郡役場の埃にまみれた古い帳簿の中にわずかにその名 

を止めたにすぎなかったのである，としている。，，

本論文は，従来公有地制度史の研究が個々の公有地 

法を切離して，そめ;制度と適用を考察していたのに対 

して，著者は特定の地域(ネブラスカ州ゲイジ郡）をとり 

あげ，この地城においてさまざまな士地法(ホームステ 

ッド法. 農科大学創設法. 軍人報奨土地法‘ 植林奨励法♦ ィ 

ンディァン保ほ/地姐分法など）力’、具体的に如何に絡みあい 

ながら，複雑な土地所有関係をつくり出したかを解明 

するとい5 新しい分析方法をとり，しかもその方法に 

もとづき，注目すべき資誕的成果をげている。この 

分析方法は， かの J•’ Schafer, Wisconsin Domesday

学 位 授 与 報 告
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Book, Town S tu d ioの方法によっている力’v  'しかも 

シェ一フ.デ一が果しえなかった点にまで分析を進めた 

点ヒ大きな意義を有する。

第二に, 士地法の制度面りみならず,連邦政府おょ 

び*開拓農の間に介在する州政府, 鉄道会社,不在地 

主, 大役機業者など力;減りなす利害関係の網の目を，

1 っずっ解きほ:ぐして行く分析方法は鮮•かで、あり,し 

かもさまざまな土地法の下における農民^脅の実命に 

迫って，諸士地法が,果して民主的な農民層を広沉に 

っくり出したか否かを解明している。この実証的作業 

は現地に禅もれた文書を渉狐する地道な努力のたまも 

のであ‘り，歴史がf究の常道ともいうべきである。

第兰に，箸者はホームステッド法を，修正説の諸論 

点の一 部̂を認めっっも，自らの実誕作業をふまえた上 

で, 伝統的見解に近い形で評価しホー.ムステッド農 

民こそ，西部農業発展の'担い手であったことを強調し 

彼らの小投機的営みはホ’ムステッド法の不備な点を 

自らの努力で補なうとしたもので,職業的大投機業者 

のそれとは区別さるべきものであるとレているのは正 

当な理解であり，研究史の示すところでもある。

第’四に，著者の精密な，微に入り細をうがった分析 

の延長線J ;に,将来どのような展望がひらかれるかと 

いう問題がもる著者は，地方史研究は r一般化J, 
「綜合の試みに対して1 っ具体匆を提供するもので 

あるJ が, 「一般イ匕の金て\こ素材を提供するためにの 

みなされるわけではなく，それき体完結した研究であ 

' りJ , 経済理論と計量的方法の適用による-^般イ匕への 

傾向も， 「細かな個別研究の与えてくれる具体的な理 

解の猿み重ねの上になされるのでなければ，空棘なも 

のに終ってしまうことであろうJ としているが，jJijo  
意味で一般化への展望を如何にしてきりひらいて行く 

かという間題は，著者の将来の大きな課題であろう。

著‘者が既に発ました他の諸^ i i：(そのうちのあ:千は， 

本論文の:一部とじて収められている力*、)’ は, わが®のアメ 

リ力経済史の研究者によづて構成されているrアメリ 

力経済史研究会J の席上において報告され,高く評価 

されている。

コネル大学留学当時の指導教授であったP. W .  

Gates'教授は,，‘近 箸 "Public. Land L a w  DeVelbDjment** 

Washingtott, D. G.,1968の 「序文」 |<こおいて著者の業 

績{■ら@ 及 し r.ジ g ゼプ....シ;i ープァ一が用いたが， 

充分には利用しきっていない士地制度史の微視的(マ 

イクロスコ‘ピック）な研究方法を用いているJ と し さ  

らに語をついで， r精力的にまたイづ ジネーシ《ンを

もって研究を進め，合衆国の発展における公有地の意- 
義の理解に貢献 したJ ことに対して感謝の意を表さね 

ぱならない，としている。また，ホームス'テッド法を: 
論じた章セは， Yasuo Okada, /'Public Land Disposal  ̂
Land Tenure, and Rural Economy in Gage County, 
Nebraska**に言及し r公有地制座とくにホ…ムステ- 
ッ ド法め運用について，最も有;nな研究の1 つだJ と 

し， 以下の私の叙述はこの研究に負う所多大でも 

るJ と注記している。 '
このように,本論文に対する内外の学問的評価は高 

いものであり，アメリカ公有地制度史について未踏の 

領域をきりひらいたものということができる。よってこ 

われわれは本論文力;経済学傅土の学位を受けるに充分 

値するものと認める。

論 文 審 查 担 当 者 主 查 中 村 勝 己  

副 查 高 村 象 ギ  

副 查 小 他 基 之
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内 容 の 要 旨

r信用論と擬制資本J 論文要旨

飯旧裕康

信用論は, たんに「金融」諸現象を，現象面の因柴 

速関に即して解明する分析的,課題に限定されるもので 

ない。そうしナf現象が資本主義社会を特殊歴史的に视 

定する本質的諸関係と，いかに関速しそれによって. 

いかに規定されるかを解明することに，信用論の主要 

な課題があるといってよい，

信用論は, まずこれをT利子生み資本J ,なる基礎範 

崎の展開によって，固有の端緒を措定される4 そこで: 
は，資本の運動が, . 単に，じたがって純粋に所有その 

ものの運動としておこなわれるような社会関係が, 1 
筒の物神崇拝的関係を表示するものであること力，Y 明: 
らかにされる し力、るに,との関係が資本主義社会に 

おいては信用制度として具体的な諸資本家間の関速を,.
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